
令和２年１１月１７日（火）第６５８号

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577

まもなく訪れる本格的な冬を前に、青森河川国道事務所では、１１月１１日（水）に雪道での大規模
な立ち往生の発生を想定した対応訓練を八戸防災ステーションで実施しました。
交通量の多い道路で通行止めが発生し長期化した場合には、物流や日常生活、救急搬送などに多大な
影響を及ぼします。車道をふさいで脱出できない車両により大規模な交通障害が発生すると見込まれる
場合には、渋滞区間での交通規制の実施、災害対策基本法の適用による立ち往生車両の強制排除、集中
除雪などを行い、出来るだけ早期に円滑な通行が確保されることを目的に訓練を行っております。
訓練は、災害対策支部での現場との情報連絡、通行止時の関係機関との協議、情報共有や災害対策基
本法を適用した支障車両の移動に関する手続きなどについて情報伝達訓練を行った後、現地での実践型
訓練を実施しました。
現場での訓練は、青森県の職員も参加し、降雪で車両が走行不能になり、道路をふさぎ大規模な立ち
往生が発生したため、道路を通行止めとし、集中的な除雪を行うため災害対策基本法に基づき、道路管
理者が取り残された車両を移動させる手順について確認しました。また、自力で走行できなくなった大
型車を除雪車で牽引して移動させる方法について訓練を行いました。
対応手順を確認しながらの訓練でしたが、いざという時は、迅速な対応ができるよう、万全を期して
参ります。

早めのスタッド
レスタイヤへの交
換、チェーンの準
備など、雪道への
備えにご協力をよ
ろしくお願いしま
す。
また、大型車両
はスタッドレスタ
イヤでも坂道を上
れないこともあり
ますので、チェー
ンの装着にご理解
ご協力をお願いし
ます。

▲ 交通規制訓練 ▲

▲事務所
twittter

▲立ち往生車両の牽引訓練 ▲▲通行止め訓練 ▲▲情報伝達訓練 ▲


